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■会議録 

１ 開 会 

【会長・A 委員】 

定刻になりましたので令和 4 年度第二回子ども子育て会議を開催させていただきます。 

会議に先立ちまして、本日の出席状況を事務局からお願いします。 

【事務局（保育課長）】 

本日、新型コロナウイルス感染症の感染状況から感染拡大防止のためオンライン会議と致

しました。C 委員と G 委員から欠席の連絡をいただいております。現在、9 名の委員の方

にご参加いただいており、１名の委員は遅れて参加の予定となっており、会議として成立致

しております。なお、傍聴者はおりません。 

 

２ 議 事 

① 高校生等医療費助成事業の開始について 

【会長・A 委員】 

それでは式次第に沿って、進めさせていただきます。 

高校生等医療費助成事業の開始につきまして、子ども青少年課長から報告をしていただき

ます。 

【事務局（子ども青少年課長）】 

資料 1 について説明 

【会長・A 委員】 

報告内容につきまして、質問等はございますか？ 

【L 委員（保護者代表）】 

どうして高校生以上も助成することになったのでしょうか？要請があったとか、理由を教

えていただけますか？ 

【事務局（子ども青少年課長）】 

東京都の医療費助成制度の拡大に伴いまして、渋谷区も高校生まで医療費助成の年齢拡大

を行ったものです。 

【H 委員（保護者代表）】 

この補助は、時限措置なのか？それともこれからずっと続くのでしょうか？ 

【事務局（子ども青少年課長）】 

時限的なものではなく、今後ずっと予定しているものです。 

 

 



② 渋谷区子育てネウボライベント開催報告について 

【会長・A 委員】 

続きまして渋谷子育てネウボライベント開催報告について、子育てネウボラ担当部長から

報告していただきます。 

【事務局（子育てネウボラ担当部長）】 

資料 2-1，2-2 について説明 

【会長・A 委員】 

ありがとうございました。いまの報告内容につきまして、ご質問等ございますか？  

【E 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）】 

子育てネウボラ担当部長からご紹介いただいたようにたくさんの方に来ていただき、また

いつも来ていただいている方と違う方々が訪れていただいてすごく良かったと思います。 

渋谷区では本当に多種多彩な団体があって、それぞれのユニークネスを発揮しながら子育

て支援に関わっていらっしゃいます。その団体の個性を生かす催しが、同じビルの中で同時

に行えたのがとってもよかったなと思います。 

各団体がそれぞれの地域でコミュニティを築かれていらっしゃいます。地域でのコミュニ

ティ、活動の場でのコミュニティあるいは、各団体が発信されている内容に対して興味を持

って集まっていらっしゃる方々のコミュニティ、そういったコミュニティがクロスするよ

うな今回イベントになって、本当に良かったと思います。 

そういう点でまさに渋谷らしいと言いますか、それぞれの違いがあり、それぞれの違いが生

きてそれぞれが一つになるような、そんなイベントになっていたかなと思います。 

この子育て支援においては、いつも同じ方々が来て安心して生活されるということは大事

な観点です。また、もう一方で、こういった場になかなかアクセスしにくい方々にはどうや

って手を差し伸べるか、来ていただける状況をつくるかが大きな課題でもあると思います。

今まで出会えてなかった方々に出会う機会が作れたことは、一つのアプローチとしてよか

ったというふうに振り返っています。 

【J 委員（保護者代表）】 

今回のイベントの告知はどのような媒体を使用したのでしょうか？ 

【事務局（子育てネウボラ担当部長）】 

今回のイベントは、11 月 15 日の区ニュースのほか、近隣の神南小学校の保護者の方にチラ

シを配付いたしました。渋谷区子育てネウボラのホームページで、トップのニュースに必ず

なるように設定し、周知しました。各参加団体がそれぞれフライヤーですとか、発信媒体を

持っていますので、そこからも情報提供させていただいて参加を促したところです。 

 

 

 

 



③ その他 

【会長・A 委員】 

それでは、今日ご発言頂いていない委員の方に一言ずつお願いしたいと思います。 

【D 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）】 

保育園の団体、業界で絶えず話題になっているのは、警察に逮捕されてしまう虐待事案が発

生したことについてです。それぞれの保育園において、実際にどのようにお子さん一人ひと

りへ丁寧な対応しているのかという根本のところから、振り返っておられるだろうと思っ

ています。渋谷区においても、園長会等々で点検する作業は当然必要だろうと思いますが、

まず各保育園で、それぞれ保育を根本から振り返るという作業は当然どこでも今やってい

るところだろうと思います。 

保護者の皆様が気になることは、あらゆる形で発信できる方法がありますので、気になるこ

とは、現場の保育園にお問い合わせを迷わずにしていただくことが大事であると感じてい

ます。 

【F 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）】 

本園でもチラシを置いて何人か参加していると思います。地域のこのような力が、子育てに

生きていることは素晴らしいと感じました。D 委員もおっしゃったように、保育の現場は

今大変なことになっているので、もう一度しっかりやって行きたいと思います。 

【I 委員（保護者代表）】 

保護者の方からのご意見を伝えさせていただきます。 

「にこにこママ」について、産後の育児支援のベビーシッター派遣事業ですが、二人以上子

育てをされている方から、使いづらかったというご意見がありました。この方は三人子育て

をされています。育児支援の場合は、保護者の不在・在宅を問わないとなっていますが、家

事支援、例えば食事の下ごしらえ、食器洗い、洗濯といった場合は、保護者の在宅が必要に

なっていて、自分が家事をしてもらっている時間に、ほかの兄弟をお迎えに行けたら時間を

有効に活用できるという考えがあったようで、産後の家事支援が非常に使いづらくて、良い

方法はないかなとおっしゃっていました。 

個人的な意見としては食事の用意は、お子さんが何人もいらっしゃる場合、産後の状態で非

常に難しいかなと思います。食事の下ごしらえとか、食器洗い、買い物とかの家事に対して

は、例えば食事の宅配サービスのクーポンを配るとか、人を派遣する以外の方法であるので

はないかと考えております。 

【事務局（子育てネウボラ担当部長）】 

家事支援、特に食事の用意とか、本格的なトイレ掃除、お風呂掃除等のご要望は確かにあり

ます。しかし、この育児支援ヘルパーは、あくまでベビーシッターの派遣で、家事のプロを

派遣しているわけではないので、家事は副次的に行っているということで、その部分はこち

らも説明が足らずに申し訳なかったと思っています。本格的な家事のいわゆるヘルパーさ

んの派遣については検討課題とさせていただきたい。特に食事については、渋谷区で行って



いるスタートアップ支援事業者を紹介する、離乳食のサブスクをやる企業を紹介すること

によって、対応させていただいています。それらのニーズがどこまであるのか、まだベビー

シッター派遣の方が圧倒的にニーズは高いので、そちらを優先しているのですけれども、今

後の検討課題とさせていただいて、ほかの代替案もご提示いただきましたけれども、子育て

支援全体として捉えていきたいと考えております。 

 

【K 委員（保護者代表）】 

一つは、D 委員からお話もありました虐待問題、非常にここにいる皆さんが心配している

ことだと思いました。問題として表在化していないところをいかに捉えるか、捉えるインフ

ラがあるかは、自治体とか様々なコミュニティとしては大事だと思いました。 

もう一つは、渋谷区は問題が山積しているというよりも、たくさんユニークで魅力的な施策

が打ち出されているということも、今回の話の中でもありましたし、理解できる。その施策

と実際に区民の皆さん方が抱えている問題がしっかりマッチしているのかな。渋谷区の中

でも本当に見えてきてない問題とか、抱えている部分があるのかな。そのあたりをどのよう

に捉えていけるのかというのが、私も区民として地域で生きる人間としても思っています。

これからも皆さんと意見交換したり、議論したりしていければいいと思いました。 

【会長・A 委員】 

行政側も、皆様から頂きました意見を参考にして、また前向きに検討していただければと思

いますし、それから皆さんからのご意見は本当に貴重なご意見ですので、それがヒントにな

って道が開けていくということもあると思います。今後とも、こういった機会を設けながら

意見交換、情報交換が出来ればと思います。 

 

【B 委員（学識経験者）】 

先ほど、D 委員からもお話があった点ですが、私自身は保育所ではなくて、児童養護施設

等の施設内虐待が発覚した後の施設に入って、その検証とか、第三者委員という形で、いく

つかの施設に関わってきています。その中でよくあることは、みんな誰でもやってはいけな

いとはわかっている、だけどもやってしまう。叩いてはいけない、怒鳴ってはいけないこと

はわかっていても、そういったことが起こってしまう。そこに何があるのかというと、一般

的に三つの要因があると言われています。 

一つにはその個人、その保育者個人の課題が解決できていないと言うこと。個人の問題。 

もう一つが、体罰を容認してしまう施設内の風土文化。トップダウンで物事が決まって行く

といった風通しの悪さなど職員同士の人間関係も含めて、施設内の文化とか風土というも

のがある。 

三つ目は、子どもたちの不平不満、意見など受け入れるシステムが機能していない。児童養

護施設等での電話相談、意見箱、第三者委員など、どこの施設でもシステムはあるけれども

それらが全く機能していないことです。 



私が関わった施設では、子どもたちは意見箱に意見を入れたことはあるけれども、全く何も

変わらない、反応がない。だから、意見箱に意見を入れでも、無駄だから、入れるのをやめ

たと。意見箱に意見が入っていないから、施設の職員は「子どもたちからは意見は有りませ

ん」と言う。第三者委員は施設に呼ばれたこともない、ましてや子どもたちに出会うことも

なかったと。 

こういった、三つの要因が重なってきたときに施設内の虐待が発生するので、こういったと

ころを検討していかなければいけないと思っています。 

 

あと一点、来年度創設予定となっている、こども家庭庁の一つの柱が「こどもの居場所づく

り」ということで、その中にあって児童館の役割、意義が注目されていることです。 

私は厚生労働省の委員として、全国で 4400 ある児童館が、子どもの居場所になり得るし、

なっていかなければならない中で、児童館の在り方として、一つにはどこでも同じサービス

が受けられる基本型を持ち、さらにプラスアルファーとして機能強化をしていく必要があ

る。現在、いろいろな NPO 団体が立ち上がって様々な活動、サービスをしていますが、児

童館もそういった団体と繋がりをもって、横のネットワークをつくり、子どもたちの支援を

行う機能強化型といった形での働きをしていくべきと提言させていただいております。渋

谷区でも子どもの居場所の中心として、児童館が良い形で動き出せるといいと思っていま

す。 

【会長・A 委員】 

最近の動向等を含めまして、ご報告いただいてありがとうございました。 

 

３ 閉会 

これをもちまして令和 4 年度第二回子ども子育て会議を閉会させていただきます。 


